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研究成果の概要（和文）：本研究は、医療現場における倫理的問題を解決するために、看護師に求められる倫理や課題
について研究を進めてきた。研究成果１．看護師が倫理的問題を捉えるためには、知性的徳の習得が不可欠であり、実
習や現場でモデルとなる倫理的判断を繰り返し行うことで倫理的徳を習得させることができること。2．医療現場にお
ける医師‐看護師間の協働実践は、医師2因子（合意形成、理解尊重）、看護師3因子（合意形成、理解尊重、共有実践
）で説明でき、協働実践状況はそれぞれの因子の高低により4つのグループに分けられた。

研究成果の概要（英文）：This research inquired about the nursing ethics and subject. Result 1: In order fo
r a nurse to recognize an ethical problem, acquisition of intellectual virtue is important. 
Moreover, ethical virtue can be mastered by repeating ethical judgment and performing it at the medical pr
actice. 2: Doctor 2 FACTOR (consensus building, understanding respect) and Nurse 3 FACTOR (consensus build
ing, understanding respect, share practice) could explain the collaboration practice between the doctor-nu
rses in the medical practice, and the collaboration practice was divided into 4 GROUPS by the height of ea
ch factor. 
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１．研究開始当初の背景 
わが国の医療のあり方は新たな局面を迎え
ている。1900 年代後半から相次いで露呈した
医療事故やその隠蔽等への反省をふまえ、わ
が国は患者本位の医療を目指して、1997 年医
療法を改正し、インフォームド・コンセント
の徹底や患者の権利の遵守、医療者の倫理教
育を喫緊の課題としてきた。看護界において
も、2003 年『看護者の倫理綱領』が大幅に改
訂され、患者の治療と療養を支える専門職と
して、あらゆる状況にある個人を「生涯を通
してその最期まで、その人らしく生を全うで
きるように援助する」ことを謳い、基礎教育
や継続教育において倫理教育を強化してき
た。しかしながら、実際の医療現場では、看
護師は患者の治療過程における重要な場面、
特に疼痛コントロールやセデーション開始
時期の是非、ターミナル期における治療の決
定等において、医師の治療を補助すべきか、
あるいは患者・家族の希望や願いを支持すべ
きか判断できず、日常的にジレンマに陥って
いる。ジレンマの原因として、チーム医療に
おける看護師の倫理的役割が不明確である
ことと、治療方針・方法をめぐる医師との対
立が関係していると考えられる。わが国が目
指す患者本位の医療を実現するためには、看
護師の倫理的立ち位置を詳細に明らかにす
るとともに、医師‐看護師間の倫理的課題を
丁寧に掌握することが求められる。 
 
 
２．研究の目的 
①倫理学理論をもとに看護実践における倫
理を把握・検討すること。 
②実態調査をふまえ協働実践における看護
師の倫理的課題を掌握する。 
 
 
３．研究の方法 
（1）平成 23年度 
 倫理学理論を丁寧に読み解き、看護実践の
倫理的重要概念を整理した。 
 
（2）平成 24年度 
 文献レビューおよび倫理学者との協議を
ふまえ、看護師が倫理的ジレンマを感じてい
る場面について、共通する背景と対立の要因
を検討した。 
 
（3）平成 25年度 
 医師‐看護師間の協働の実態を把握する
ため量的調査を行なうとともに、両者間の倫
理的課題を掌握することを目指した。 
 
 
４．研究成果 
（1）看護師の倫理的判断/行為の基盤となる
能力 
 看護倫理における重要概念である「徳」と
「自律」について、アリストテレスやカント

の倫理学理論をもとに、その真意を看護実践
の視点から整理した。その結果、現在、看護
基礎教育において、「徳」とは「良い」もの
であり、看護師の倫理として求めている徳を
「『良い人』であること」と示し、誠実さや
親愛、優しさなどを強調している。しかしな
がら、アリストテレスは徳には知性的徳と倫
理的徳の二種類があり、知性的徳（特にフロ
ネーシス）を基盤にして、「善い」行為を繰
り返し鍛錬することで、倫理的徳が獲得され、
その繰り返しから「善い人」になるとしてい
た。このことから、「看護師は『良い人』で
あること」を示すよりもむしろ、医療現場に
おける倫理的問題をしっかり捉えるために、
フロネーシスの習得に基軸をおきながら、実
習や現場において倫理的判断/行為を繰り返
し行うことを通して倫理的徳を習得させて
いくことが有用であることが明らかになっ
た。 
 
（2）看護師の倫理的ジレンマの背景 
 文献レビューおよび倫理学者との協議を
ふまえ、看護師が倫理的ジレンマを感じてい
る治療場面 4つに着目して、共通する背景と
対立の要因を検討した。その結果、すべての
場面に共通する背景として、医師‐看護師間
の役割遂行上の対立が潜んでいることを明
らかにした。次に、対立の要因として、医師
側には看護師専門性に対する認識や職種間
関係への関心の低さがあり、看護師には自律
性の希薄さと医療におけるヒエラルキーの
存在、教育背景が関係していることが分かっ
た。 
 
（3）医師‐看護師間のコミュニケーション
における潜在的問題 
 医師‐看護師間の協働状況を把握するた
め量的調査を行なうとともに、両者間の倫理
的課題を掌握することを目指した。 
 
〈調査概要〉 
平成 25年 10月にパイロットスタディを行

なった後、平成 26 年 1月～3月に自記式質問
紙法にて調査を実施した。尺度は
Collaborative Practice 
Scales(Weiss&Davis1985)を参考にした。 
対象は中部地方の病床数400床以上の総合

病院に勤務する医師と看護師。対象となる
101 施設に研究協力の依頼文と研究説明書、
質問紙のサンプルを発送し、了承を得た 12
施設に協力を依頼した。尚、調査対象者の選
抜は、病院長に研究の趣旨をふまえ任意で 3
つ病棟を選択してもらい、それぞれの病棟の
医師 3 名、看護師 5 名を調査対象者とした。
質問紙の配布は病棟管理者が行い、回収は個
別郵送とした。その結果、医師 59 名（回収
率 54.6％）、看護師 73 名（回収率 40.6％）
より回答を得た。医師の専門領域の割合は研
修中 3.4％、外科系 55.9％、内科系 33.9％、
その他 6.8％であった。経験年数は 5年未満



15.3％、5－7年 8.5％、8-10 年 16.9％、11-15
年 16.9％、16 年以上 42.4％。看護師の年齢
は 20 代 38.4％、30 代 42.5％、40 代 15.1％、
50 代 4.1％であった。病棟において、看護師
のみが行う患者カンファレンスの回数は0回
9.6％、1回/月 9.6％、2回/月 2.7％、1回/
週 15.1％、2-3 回/週以上 63.0％と協力者が
所属する多くの病棟では頻繁に患者のため
のカンファレンスが開催されていた。また、
医師が同席する患者カンファレンスの回数
は、0回 52.1％、1回/月 21.9％、2回以上/
月 26.0％と施設や病棟によって開催回数は
異なった。 
因子分析の結果、協働実践のカテゴリーと

して、医師は 2因子（合意形成、理解尊重）、
看護師は 3因子（合意形成、理解尊重、共有
実践）によって説明できることが分かった。
また、クラスタ分析によって、現行の協働実
践状況は医師・看護師ともそれぞれの因子の
高低により 4グループに分かれた。 
 
本調査によって、医師と看護師の協働実践の
状況が詳細に明らかになった。 
  
これまでの先行研究において、わが国の医

師と看護師の協働実践は諸外国と比べて極
めて低いと指摘されてきた。しかしながら、
本調査結果から一概にはそう指摘できず、医
師や看護師の年齢（教育を受けた時代背景）
や専門領域の特殊性なども加味して、協働実
践状況を丁寧にみていく必要性があること、
が分かった。 
 また、医師‐看護師間の協働実践における
倫理的課題は、医師の看護に対する認識や看
護師の自己主張の高低とともに、両者がコミ
ュニケーションを通して共有すべき目標や
情報がズレていることが示唆された。 
 
先行研究との比較検討にあたっては、オリジ
ナルの尺度が開発されて 19 年、日本語版が
公表されて 7年が経過していることから、時
流とともに各因子間の関係性も変化してい
ることも判明した。今後改良を重ねていく必
要があると思われる。 
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